
平
成
二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
十
四
号

個
人
情
報
保
護
委
員
会
事
務
局
組
織
令

内
閣
は
、
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十

九
号
）
第
五
十
二
条
第
四
項
及
び
第
六
十
三
条
第
四
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
次
長
）

第
一
条
　
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
事
務
局
に
、
次
長
一

人
を
置
く
。

２
　
次
長
は
、
事
務
局
長
を
助
け
、
事
務
局
の
事
務
を
整

理
す
る
。

（
審
議
官
）

第
二
条
　
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
事
務
局
に
、
審
議
官

二
人
を
置
く
。

２
　
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会

の
事
務
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て

の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事
務
を
総
括
整
理

す
る
。

（
政
策
立
案
参
事
官
及
び
公
文
書
監
理
官
）

第
三
条
　
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
事
務
局
に
、
政
策
立

案
参
事
官
一
人
及
び
公
文
書
監
理
官
一
人
（
関
係
の
あ

る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と

す
る
。
）
を
置
く
。

２
　
政
策
立
案
参
事
官
は
、
命
を
受
け
て
、
個
人
情
報
保

護
委
員
会
の
事
務
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
合
理
的
な

根
拠
に
基
づ
く
政
策
立
案
の
推
進
に
つ
い
て
の
企
画
及

び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事
務
に
関
し
必
要
な
調
整
を

行
う
。

３
　
公
文
書
監
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
個
人
情
報
保
護

委
員
会
の
事
務
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
公
文
書
類
の

管
理
並
び
に
こ
れ
に
関
連
す
る
情
報
の
公
開
及
び
個
人

情
報
の
保
護
の
適
正
な
実
施
の
確
保
に
関
す
る
重
要
事

項
に
係
る
も
の
に
参
画
し
、
関
係
事
務
に
関
し
必
要
な

調
整
を
行
う
。

（
事
務
局
に
置
く
課
等
）

第
四
条
　
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
事
務
局
に
、
総
務
課

及
び
参
事
官
四
人
を
置
く
。

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
条
　
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。

一
　
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
事
務
局
の
所
掌
事
務
に

関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
長
の
官
印
、
個
人
情

報
保
護
委
員
会
印
そ
の
他
の
公
印
の
保
管
に
関
す
る

こ
と
。

四
　
法
令
案
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関

す
る
こ
と
。

六
　
公
文
書
類
の
審
査
及
び
進
達
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開

に
関
す
る
こ
と
。

八
　
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
職
員
の
任
免
、
給
与
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人

事
並
び
に
教
養
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
の
福
利
厚
生
に
関
す

る
こ
と
。

十
一
　
機
構
及
び
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
所
掌
に
係
る
経
費
及

び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
並
び
に
会
計
の
監

査
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
個
人
情
報
保
護
委
員
会
所
属
の
国
有
財
産
の
管

理
及
び
処
分
並
び
に
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
官
報
掲
載
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
　
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
事
務
局
の
行
政
の
考

査
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
　
国
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

十
七
　
個
人
情
報
の
保
護
及
び
適
正
か
つ
効
果
的
な
活

用
に
つ
い
て
の
広
報
及
び
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

十
八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
情
報
保

護
委
員
会
の
事
務
局
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属

し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
参
事
官
の
職
務
）

第
六
条
　
参
事
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務

を
分
掌
す
る
。

一
　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
基
本
方
針
の
策
定
及

び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取

扱
い
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
及
び
仮
名
加
工
情
報

取
扱
事
業
者
に
お
け
る
仮
名
加
工
情
報
の
取
扱
い
、

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
及
び
匿
名
加
工
情
報
取
扱
事

業
者
に
お
け
る
匿
名
加
工
情
報
の
取
扱
い
並
び
に
個

人
関
連
情
報
取
扱
事
業
者
に
お
け
る
個
人
関
連
情
報

の
取
扱
い
に
関
す
る
監
督
、
行
政
機
関
等
に
お
け
る

個
人
情
報
、
仮
名
加
工
情
報
、
匿
名
加
工
情
報
及
び

個
人
関
連
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
監
視
並
び
に
個

人
情
報
、
仮
名
加
工
情
報
及
び
匿
名
加
工
情
報
の
取

扱
い
に
関
す
る
苦
情
の
申
出
に
つ
い
て
の
必
要
な
あ

っ
せ
ん
及
び
そ
の
処
理
を
行
う
事
業
者
へ
の
協
力
に

関
す
る
こ
と
（
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
監
視
又
は
監

督
並
び
に
苦
情
の
申
出
に
つ
い
て
の
必
要
な
あ
っ
せ

ん
及
び
そ
の
処
理
を
行
う
事
業
者
へ
の
協
力
に
関
す

る
こ
と
。

五
　
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際

協
力
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
十
九
条
第
九
号
の
規
定
に

よ
る
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
し
、
同
号
の
規
定

に
基
づ
き
個
人
情
報
保
護
委
員
会
に
属
さ
せ
ら
れ
た

事
務
に
関
す
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一

〇
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
〇
月
五
日
政
令
第
三

二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
二
月
一
五
日
政
令
第
一

九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
整
備
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二

十
九
年
五
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
政
令
第
七

〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
八

〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
九
日
政
令
第
七

八
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
七
七

号
）

こ
の
政
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
二
四
日
政
令
第
五
六

号
）

こ
の
政
令
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
〇
月
二
九
日
政
令
第
二

九
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る

た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
次
条
第
一

項
及
び
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）

第
五
十
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一

日
。
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
整
備
法
第
五
十
条
施
行

日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
二
五
日
政
令
第
九
一

号
）

こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
六
月
三
〇
日
政
令
第
二
二

三
号
）

こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
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